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いわき市健康づくりプロモーション等業務委託 仕様書 

 

１ 業務名 
いわき市健康づくりプロモーション等業務委託 

 

２ 業務の目的 

本市では、健康寿命（お達者度）や、心疾患、脳血管疾患の標準化死亡比、特定健診受診率や

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）該当者及び予備群該当者割合等の項目において、

全国、県及び県内他市と比較し、低迷している状況となっており、健康指標の改善が喫緊の課題

となっている。 

本業務においては、本市の健康課題の１つとして、塩分摂取量が国の定める目標量に比べて高

く、高血圧が一因として考えられる疾患等による死亡割合が高い状況にあることから、市民の高

血圧予防・改善につなげるための減塩食の普及、及び、働き盛り世代である、特に壮年期等の生

活習慣病の予防・改善等につなげるための健康経営の普及に関する情報を効果的に発信し、広く

啓発することで、地域・企業・個人が健康づくりに関心を持ち、主体的に行動を起こす動機づけ

を図ることを目的とする。 

 
３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月 24 日まで 
 

４ 業務内容 

  減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」及び健康経営に係る普及啓発業務を行うこと。 

   なお、減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」については、別紙「減塩食普及プロジェクト

「いわきひとしお」概要（以下、「「いわきひとしお」概要」）」を参照すること。 

 

 ⑴ 減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」普及に係る業務 

  ① 減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」のブランディング及びプロモーション業務 

ア 本プロジェクトのプロモーション活動に関する企画立案及び発信業務 

     新規の企画のほか、「いわきひとしお」概要に記載した【令和７年度の取組み】で実施し

た事業をブラッシュアップする提案も可。 

（ア）本プロジェクトについて広く市民に周知するための企画・立案を行い、市民が減塩に

取り組むきっかけとなるような情報について、メディアへの掲載など効果的な手法によ

り発信すること。 

また、情報発信に際して媒体を制作する場合には、市民に本プロジェクトを印象付ける

効果的な媒体とすることとし、デジタル・紙・映像・歌・音源等手法は問わない。 

（イ）市の管理栄養士が展開するプロジェクト「ひとしお Lab（ラボ）」と連携し、減塩レシ

ピの周知のための企画等を提案・実施すること。(令和５～７年度：減塩レシピ制作、試

食＆お披露目会を実施)  
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イ 本プロジェクトのプロモーショングッズ企画制作業務 

本プロジェクトの認知度向上及び減塩意識の啓発につながる、「いわきひとしお」ロゴを

用いたグッズを開発し、市内イベント等で一定程度周知できる個数を制作すること。また、

制作したグッズの周知にも努めること。（協力を得られる市内店舗等への設置など） 

例：「いわきひとしお」ロゴ入りの缶バッジ、ラバーバンド、調理器具（計量スプーンや

醤油スプレー）等 

参考：令和６年度制作物 クリアファイル 

令和７年度制作物 エプロン、バンダナ、ヘアクリップ 

 

② 市民の減塩意識調査 

今後の本市の減塩食普及の取組みに繋がるアンケート調査及び分析業務を実施すること。 

なお、実施に当たっては、市内のイベントや、前項①に記載したプロモーション業務を活

用することも可とする。 

ア 調査対象 いわき市民 

イ 調査数  200 人程度×２回 

ウ 設問内容 基本的には、過年度実施の設問と同様とするが、事業効果を高める上で有効

な設問を新たに設けることも可能とする。また、調査結果の取りまとめは、

過年度の結果との推移がわかるものとすること。 

エ その他  アンケートの実施に当たっては、WEB 等を活用するなど工夫すること。 

 

⑵ 健康経営普及に係る業務 

① 健康経営の普及啓発プロモーション活動に関する企画立案及び発信業務 

健康経営の目的や意義等について、企業・団体等（主に、健康経営に関心が薄い企業・団

体等）に訴求する企画・立案を行うこと。 

特に、健康経営に関心が薄い企業・団体等に対しては、健康経営に対する興味・関心を持

たせる情報を効果的な手法により発信すること。 

また、市民が健康経営を知るきっかけをつくるためのプロモーションを行い、その結果、

健康経営を実践する企業等の価値を市民が認識できるよう促す取組みを実施する。 

なお、普及啓発プロモーションを実施したことよる効果測定を含む企画とすることが望ま

しい。 

 

② ロゴの制作 

    「いわき市の健康経営」を象徴し、わかりやすく、親しみやすく伝えることができるロゴ

を１つ以上制作すること（本ロゴは、市が行うプロモーションのほか、健康経営に取り組む

企業等に提供して、PRに活用いただくなど、様々な場面で活用することを想定している）。 

    また、そのロゴを活用した運用アイディアも含めて提案すること。 
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③ 健康経営を周知する媒体の制作及び発信業務 

   ア リーフレットを制作する。 

     なお、令和７年度に市が制作したリーフレット（「いわき健康経営 2025」）の更新も可と

する。 

イ 上記アのほか、健康経営の認知度向上につながる媒体（デジタル・紙等）制作すること。 

ウ 上記ア、イで制作した媒体の掲出先を市に対して提案するとともに、その掲出先の関係

者との調整を行い、掲出を行うこと。 

 

５ 業務の執行体制の確保  

受託者は、本業務に必要な人員を配置し、責任者及び副責任者を明らかにし、契約締結後、速

やかに書面で提出すること。 
 

６ 市との調整  

⑴ 受託者は、事業の方法や順序及び事業の実施に必要な事項について、常に市と綿密に連絡を

取り合い、その指示に従いながら本業務の目的を達成しなければならない。 
なお、内容に疑義が生じたときは、速やかに市と協議しなければならない。 

⑵ 受託者は、市が本業務に係る進捗状況について報告を求めた場合、市が指定する方法で、速

やかに報告しなければならない。 

 

７ 機密保護・個人情報保護・セキュリティ 

⑴ 受託者は、本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間の終了ま

たは解除後も同様とする。 

⑵ 受託者は、本業務の調査結果（業務の過程で得られた記録等を含む。）を市の許可なく第三

者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。 

⑶ 受託者は、本業務の履行のために市が提供した資料・データ等について、本業務以外の目的

で使用してはならない。 

⑷ 受託者は、本業務の履行において取扱う情報及び情報資産について、いわき市情報セキュリ

ティポリシーに基づいて取扱うこととする。 

⑸ 受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を履行するうえで、個人情報を扱う場合は、「い 

わき市の保有する個人情報管理規程」を遵守しなければならない。 
 

８ 再委託 

受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ごとの業務

内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記のうえ、事前に書面にて報告し、市の承諾を

得なければならない。 

 
９ 提出書類 

 ⑴ 着手届 
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 ⑵ 業務完了報告書 

 ⑶ 実績報告書(市民の減塩意識調査結果を含む) 

 ⑷ その他、市と協議し必要と定めた成果品等 

 

なお、本業務に係る印刷物その他の版権及び業務において作成したデータ及び作成過程のデー

タの著作権及び所有権は、すべて市に帰属する。 

 

10 提出場所及び担当部局 

いわき市 保健福祉部健康づくり推進課 健康政策係 

〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 

電話：0246-22-7442  FAX：0246-22-7570 

 

11 規定外事項 

本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進める

ものとする。 
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別記 個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、その事務に従事する期間及びその期間の経過後

においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（個人情報取扱責任者の設置） 

第４ 乙は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱うため、事務に従事

する者への教育等をする者として個人情報取扱責任者を置かなければならない。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、

当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外使用等の禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又

は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾があったときは、この限りで

ない。 

（適正な管理） 

第７ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人

情報の安全確保の措置を講じなければならない。 

（複写等の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等

を複写し、複製し、又は持ち出してはならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾があったとき

は、この限りでない。 

（作業場所の指定） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱うため、甲の指定す

る場所で行わなければならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾があったときは、この限りで

ない。 

（再委託の禁止） 

第 10 乙は、この契約による個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

（権利の譲渡の禁止） 

第 11 乙は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を

担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 
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（検査・監査を受ける義務） 

第 12 甲は、個人情報の管理状況等について、必要と認めるときは随時に検査・監査を実施することが

できる。乙は合理的事由がある場合を除き、甲又は甲が指定した者の検査・監査を受けなければなら

ない。この義務は本契約を再委託した場合における、再委託先に対する検査・監査についても同様と

する。 

（資料等の返還） 

第 13 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引渡しを受け、又は乙が収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又

は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示した方法により処理する

ものとする。 

（事故発生時の報告） 

第 14 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、直ちに甲に報告して適切な措置をとるとともに、遅滞なく書面をもって甲に報告しなければ

ならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（取扱要領等の作成） 

第 15 乙は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに関する要領等を作成し、甲

に報告しなければならない。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 16 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約を解除し、当該解除

により生じた損害について損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

（注）１ 甲は委託者を、乙は受託者をいう。 

２ 個人情報の取扱いを伴う事務の委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要

な事項を省略するものとする。 
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